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平成２０年１２月２５日市教育委員会規則第１４号 

平成２１年３月２４日市教育委員会規則第４号 

平成２１年１１月２４日市教育委員会規則第３０号 

平成２２年３月２３日市教育委員会規則第４号 



平成２３年３月２２日市教育委員会規則第３号 

平成２５年２月１日市教育委員会規則第２号 

平成２５年６月１８日市教育委員会規則第９号 

平成２６年１１月１９日市教育委員会規則第１８号 

平成３０年２月２３日市教育委員会規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市立小学校及び中学校の通学区域を定めるとともに，学校教育

法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「施行令」という。）第５条第２項及び第

６条の規定を実施するため，必要な手続を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は，施行令において使用する用語の例によ

る。 

（通学区域） 

第３条 岡山市立小学校及び中学校の通学区域は，別表第１及び別表第２のとおりとする。 

（就学校の指定） 

第４条 岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，別表第１の定めるところ

により，就学予定者の就学すべき小学校及び中学校を指定するものとする。 

２ 教育委員会は，市長から学齢児童又は学齢生徒（以下「児童生徒」という。）の転入，

転居について通知があつたときは，別表第１の定めるところにより，その児童生徒の通

学する学校を指定するものとする。ただし，住所地の変更が同一通学区域内であるとき

は，この限りでない。 

（通学区域外からの通学） 

第５条 就学した者のうち，指定された学校の通学区域外から通学する者があるときは，

教育委員会は，速やかに住所地の学校へ転学させるものとする。ただし，情状により暫

定的に期日を限つて猶予することができる。 

（指定学校の変更） 

第６条 保護者は，第４条に規定する指定学校以外の岡山市立学校に入学又は転校を希望

する場合には，教育委員会に申請し，許可を受けなければならない。 



（委任） 

第７条 この規則の施行に関し必要な事項は，教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４２年市教育委員会規則第１０号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び第３条の規定は，昭和４２年

１１月１０日から適用し，第５条の規定については，昭和４２年８月１日より適用する。 

附 則（昭和４５年市教育委員会規則第６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和４５年市教育委員会規則第１４号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和４５年１０月２０日から適用する。 

附 則（昭和４５年市教育委員会規則第１６号） 

この規則は，昭和４６年１月８日から施行する。 

附 則（昭和４６年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，昭和４６年３月８日から施行する。 

附 則（昭和４６年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年市教育委員会規則第１０号） 

この規則は，昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年市教育委員会規則第１４号） 

この規則は，昭和４６年５月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年市教育委員会規則第６号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和４７年７月２０日から適用する。 

附 則（昭和４８年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年市教育委員会規則第１１号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和４８年１０月２０日から適用する。ただし，小

学校の大元，小学校の西に係る改正規定は昭和４９年４月１日から施行する。 



附 則（昭和４９年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和４９年１１月２０日から適用する。 

附 則（昭和５０年市教育委員会規則第６号） 

この規則は，昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５０年５月１日から適用する。 

附 則（昭和５１年市教育委員会規則第１１号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５１年９月２０日から適用する。ただし，中学

校の福南に関する改正規定は，昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年市教育委員会規則第７号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５２年１０月２０日から適用する。 

附 則（昭和５３年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年市教育委員会規則第１１号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５４年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５５年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年市教育委員会規則第７号） 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５６年７月２０日から適用する。 

附 則（昭和５７年市教育委員会規則第１号） 



この規則は，昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年市教育委員会規則第１４号） 

この規則は，昭和５７年１１月２０日から施行する。 

附 則（昭和５８年市教育委員会規則第５号） 

１ この規則は，昭和５８年４月１日から施行する。 

２ 昭和５８年度においては，この規則による改正後の岡山市立小学校，中学校の就学に

関する規則（次項において「新規則」という。）別表陵南小学校に係る改正規定は，中

学校１学年に就学する者について適用し，中学校第２学年及び第３学年に就学する者に

ついては，なお従前の例による。 

３ 昭和５９年度においては，新規則別表陵南小学校に係る改正規定は，中学校第１学年

及び第２学年に就学する者について適用し，中学校第３学年に就学する者については，

なお従前の例による。 

附 則（昭和５８年市教育委員会規則第１４号） 

この規則は，昭和５８年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年市教育委員会規則第１号） 

この規則は，昭和６４年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年市教育委員会規則第９号） 

この規則は，平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年市教育委員会規則第４号） 

１ この規則は，平成８年４月１日から施行する。ただし，別表香和の部の改正規定は，



公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表香和の部の規定は，平成６年４月２２日から適用する。 

附 則（平成８年市教育委員会規則第７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成９年市教育委員会規則第１０号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年市教育委員会規則第１２号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は平成１１年１月１日から，

第３条の規定は平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年市教育委員会規則第１７号） 

この規則は，平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年市教育委員会規則第２６号） 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年市教育委員会規則第１７号） 

１ この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

２ 本町，駅前町一丁目，駅前町二丁目，錦町，幸町，柳町一丁目，柳町二丁目，下石井

一丁目，下石井二丁目，桑田町のいずれかに住所を有する者でこの規則の施行の日前か

ら調整区を理由として，指定学校の変更許可を得ている者については，この規則の適用

を受けるものとする。 

附 則（平成１４年市教育委員会規則第７号） 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年市教育委員会規則第６号） 

１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，平成１７年３月２２日から施行する。 

附 則（平成１８年市教育委員会規則第２２号） 



この規則は，平成１９年１月２２日から施行する。 

附 則（平成１９年市教育委員会規則第７号） 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年市教育委員会規則第１３号） 

この規則は，平成２０年９月２２日から施行する。 

附 則（平成２０年市教育委員会規則第１４号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年市教育委員会規則第４号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年市教育委員会規則第３０号） 

この規則は，平成２２年３月２２日から施行する。 

附 則（平成２２年市教育委員会規則第４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市教育委員会規則第２号） 

この規則は，平成２５年２月２日から施行する。 

附 則（平成２５年市教育委員会規則第９号） 

この規則は，公布の日から施行し，平成２５年２月２３日から適用する。 

附 則（平成２６年市教育委員会規則第１８号） 

この規則は，公布の日から施行し，平成２７年１月３１日から適用する。 

附 則（平成３０年市教育委員会規則第９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

学校名 通学区域 



中学校 小学校 区名 町名 

足守 足守 北区 足守 下足守 上土田 

蛍明 北区 大井 粟井 苔山 庄田 真星 掛畑 東山内 間倉 河原

西山内 日近 吉 杉谷 下高田 上高田 山上 石妻 

岡輝 岡南 北区 旭町（１番地～３番地 ５番地 ６番地 ３３０番地を除く。）

二日市町５６番地 ２１０番地～２１３番地 ２２５番地～

２２８番地 旭本町 七日市東町 七日市西町 御舟入町 

十日市東町 十日市中町 十日市西町 清輝橋四丁目８番１

１号～１５号 岡南町一丁目 岡南町二丁目 

奥田一丁目２番１２号 ３番５号，６号，１８号 ４番～１１

番 

奥田二丁目 

奥田本町６番１０号～１３号 ７番（５号，６号を除く。） ８

番１８号～２４号 ９番７号，１２号，１６号 １０番１０号

～２０号 １１番～２５番 

奥田西町 奥田南町 神田町一丁目 神田町二丁目 青江一

丁目 青江二丁目 青江三丁目 青江四丁目 青江五丁目 

富田 

清輝 北区 東中央町 天瀬 

京橋南町１番１号～４号，２２号～３１号 ３番～６番 

清輝本町 天瀬南町 舟橋町 新道 山科町 船頭町 下内

田町 二日市町１番地～４４番地 ５７番地～２０９番地 

２１４番地～２２４番地 ２２９番地～３１２番地 

旭町１番地～３番地 ５番地 ６番地 ３３０番地 南中央

町 京町 清輝橋一丁目 清輝橋二丁目 清輝橋三丁目 清

輝橋四丁目１番～７番 ８番（１１号～１５号を除く。）岡町

奥田一丁目１番 ２番３号※ 



奥田本町１番～５番 ６番１号，３号～７号，２４号，２５号

７番５号，６号※ ８番１号，３号，７号～１４号，３６号 ９

番１号 １０番１号～９号，２１号，２２号 

中山 中山 北区 一宮 尾上 辛川市場 西辛川 

平津 北区 楢津 首部 今岡 一宮山崎 

桃丘 北区 芳賀佐山団地 佐山 上芳賀地区 

馬屋下 北区 大窪 松尾 長野 福谷 横尾 芳賀（上芳賀地区を除く。）

石井 石井 北区 駅元町 寿町 昭和町 富町一丁目 富町二丁目 

奉還町一丁目１番～４番 ５番１号～８号，１９号 １４番

奉還町二丁目（１６番１号，８号～１７号，１７番２０号 １

８番 １９番を除く。） 

奉還町三丁目１番～２０番 ２１番１号～６号，７号※，２４

号，２６号，２８号 

奉還町四丁目１番～１５番 １６番１号～１０号 １７番１

号～７号 

島田本町一丁目 島田本町二丁目 

三門 北区 津倉町二丁目１番～３番 ４番１号～３号 

三門東町１番～５番 ６番１号～６号 ８番 

三門中町 三門西町 岩井宮裏 関西町 葵町 岩井一丁目

岩井二丁目 下伊福上町 下伊福本町 下伊福西町 下伊福

一丁目 下伊福二丁目 西崎本町 西崎一丁目 西崎二丁目

高柳東町 高柳西町 

大安寺南町一丁目１番の一部 ２番～６番 １２番 １３番

大野 北区 大安寺南町一丁目１番５０号 ７番～１１番 

大安寺南町二丁目 東野山町 西野山町 矢坂東町 矢坂本

町 矢坂西町 大安寺東町 大安寺中町 大安寺西町 野殿

東町 野殿西町 北長瀬本町 日吉町 



高松 鯉山 北区 吉備津 

加茂 北区 津寺 加茂 惣爪 新庄上 新庄下 

庄内 北区 高松 高松原古才 立田 和井元 平山 高松稲荷 大崎 

三手 小山 下土田 福崎 門前 高塚 高松田中 

建部 福渡 北区 建部町福渡 建部町豊楽寺 建部町下神目 建部町川口 建

部町品田（元品田） 建部町鶴田 建部町和田南 建部町角石

畝 建部町角石谷 建部町三明寺 

建部 北区 建部町大田 建部町桜 建部町市場 建部町中田 建部町西

原 建部町建部上 建部町宮地 建部町富沢 建部町田地子

建部町品田（久具） 

竹枝 北区 建部町吉田 建部町土師方 建部町小倉 

御南 御南 北区 久米（１６３番地の２，４ １７１番地～１８８番地 １８９

番地の１，４ １９０番地の２ １９５番地の１，３～６，１

１ ２３５番地～２４０番地 ２４４番地～２９１番地 ２

９３番地～２９７番地 ２９８番地の２ ３１６番地～３１

８番地を除く。） 

今保 北長瀬表町三丁目２番 ４番～７番 １１番 １３番

～１５番 西長瀬 中仙道二丁目２６番～３３番 

田中（６０７番地 ６０８番地 ６１９番地 ６２０番地 ６

２３番地 ６２８番地を除く。） 

西 北区 今村 今一丁目 今二丁目９番～１９番 今三丁目 今四丁

目 今五丁目 今六丁目 今七丁目 今八丁目 北長瀬 北

長瀬表町一丁目 北長瀬表町二丁目 北長瀬表町三丁目１番

３番 ８番～１０番 １２番 １６番～２０番 中仙道 中

仙道一丁目 中仙道二丁目１番～２５番 辰巳 問屋町 平

田 

田中６０７番地 ６０８番地 ６１９番地 ６２０番地 ６



２３番地 ６２８番地 

下中野７０１番地～７２２番地 １２１８番地～１２３１番

地 

京山 伊島 北区 谷万成一丁目 谷万成二丁目 万成東町 万成西町 津倉町

一丁目 

津倉町二丁目４番５号，８号，１１号 ５番～１１番 

三門東町６番７号～２６号 ７番 

京山一丁目 京山二丁目 

奉還町三丁目２１番８号，９号，１３号 ２２番 

奉還町四丁目１６番１２号，１３号，１５号～１８号，２０号

～２５号 １７番１０号，１２号～１５号，１７号 １８番～

２１番 

清心町 絵図町 いずみ町 伊福町一丁目 伊福町二丁目 

伊福町三丁目 伊福町四丁目 伊島町一丁目 伊島町二丁目

伊島町三丁目 伊島北町 津島京町一丁目 

津島 北区 津島南一丁目 津島南二丁目 津島西坂一丁目 津島西坂二

丁目 津島西坂三丁目 津島笹が瀬 津島京町二丁目 津島

京町三丁目 津島本町 津島新野一丁目 津島新野二丁目 

津島桑の木町 津島福居一丁目 津島福居二丁目 津島中一

丁目 

岡北 牧石 北区 玉柏 原 中原 畑鮎 金山寺 牟佐 高野尻 下牧 中牧

祇園８６６番地（祇園地先） 

御野 北区 学南町一丁目 学南町二丁目 学南町三丁目 大和町一丁目

大和町二丁目 中井町一丁目 中井町二丁目 南方四丁目１

１番 法界院 半田町 宿 宿本町 理大町 三野本町 三

野一丁目 三野二丁目 三野三丁目 北方一丁目 北方二丁

目 北方三丁目 北方四丁目 津島東一丁目 津島東二丁目



津島東三丁目 津島東四丁目 津島中二丁目 津島中三丁目

吉備 吉備 北区 庭瀬 平野（陵南小学校分を除く。） 川入 延友 撫川 中

撫川 大内田 納所 

陵南 北区 花尻 西花尻 東花尻 花尻みどり町 花尻ききよう町 花

尻あかね町 白石 白石東新町 白石西新町 

久米１６３番地の２，４ １７１番地～１８８番地 １８９番

地の１，４ １９０番地の２ １９５番地の１，３～６，１１

２３５番地～２４０番地 ２４４番地～２９１番地 ２９３

番地～２９７番地 ２９８番地の２ ３１６番地～３１８番

地 

平野５２７番地～５４８番地 ５４９番地の１ ５５２番地

の２ ５５３番地の２ ５５４番地の１ ５５５番地の１ 

５５６番地の１ ５５７番地の１ ５５９番地の１ ５６０

番地の１ ５６１番地の１ ５６２番地の１ ５６３番地 

５６４番地の１ ５６５番地の２ ５６７番地～６２１番地

６２２番地の２ ６２８番地～６３０番地 ６４３番地～７

６５番地 ７７０番地～７７２番地 ７８１番地～７９４番

地 ７９７番地～８２４番地 ８２５番地の２ ８２６番地

の２ ８２７番地の２ ８２８番地の２ ８２９番地の２ 

８３０番地の２ ８３１番地の２ ８３２番地の２ ８４６

番地の２ ８４７番地の２ ９４３番地 ９５７番地～９６

８番地 ９７４番地 ９７５番地の１ ９７６番地～９９０

番地 ９９２番地～１０５３番地 １０６４番地 １０６７

番地～１１０４番地 

岡山中央 岡山中央 北区 丸の内一丁目 丸の内二丁目 内山下一丁目 内山下二丁目

石関町 表町一丁目 表町二丁目 表町三丁目 

京橋町 京橋南町１番５号～２１号 ２番 



天神町 出石町一丁目 出石町二丁目 後楽園 

中山下一丁目 中山下二丁目 

磨屋町 平和町 田町一丁目 田町二丁目 中央町 

蕃山町 弓之町 兵団 広瀬町 

番町一丁目 番町二丁目 野田屋町一丁目 野田屋町二丁目

富田町一丁目 富田町二丁目 岩田町 

奉還町一丁目５番９号～１８号，６番～１３番 

奉還町二丁目１６番１号，８号～１７号，１７番２０号，１８

番，１９番 

南方一丁目 南方二丁目 南方三丁目 南方四丁目１番～１

０番 南方五丁目 国体町 

（鹿田小との調整区） 

本町◎ 駅前町一丁目◎ 駅前町二丁目◎ 錦町◎ 幸町◎

柳町一丁目◎ 柳町二丁目◎ 下石井一丁目◎ 下石井二丁

目◎ 桑田町◎ 

桑田 大元 北区 野田 野田一丁目 野田二丁目 野田三丁目 野田四丁目 

野田五丁目 西古松一丁目 西古松二丁目 西古松西町 西

古松（鹿田小学校分を除く。） 大元上町 大元一丁目 大元

二丁目 上中野一丁目 上中野二丁目 

下中野（７０１番地～７２２番地及び１２１８番地～１２３１

番地を除くJR瀬戸大橋線より西の区域に限る） 

西市８５０番地 ８５１番地 

今二丁目１番～８番 

鹿田 北区 大供一丁目 大供二丁目 大供三丁目 大供表町 大供本町

春日町 大学町 西之町 東古松 

西古松１番地～３３番地 ４４番地～１１３番地 １１４番

地４，６ １３１番地 １３２番地 １３６番地～１７２番地



１７４番地１，４，８ １７５番地１，２，４，６，１０ １

７６番地６，８ １８０番地１，４ １８２番地 １８５番地

１ １８８番地１ １８９番地１ ４９１番地 ４９４番地

～４９８番地 ５００番地 ５４５番地 ５４７番地～５５

０番地 ５５２番地３ ６０１番地～６０６番地 

東島田町一丁目 東島田町二丁目 中島田町一丁目 中島田

町二丁目 西島田町 新屋敷町一丁目 新屋敷町二丁目 新

屋敷町三丁目 厚生町一丁目 厚生町二丁目 厚生町三丁目

東古松南町 鹿田本町 鹿田町一丁目 鹿田町二丁目 東古

松一丁目 東古松二丁目 東古松三丁目 東古松四丁目 東

古松五丁目 大元駅前 

（岡山中央小との調整区） 

本町◎ 駅前町一丁目◎ 駅前町二丁目◎ 錦町◎ 幸町◎

柳町一丁目◎ 柳町二丁目◎ 下石井一丁目◎ 下石井二丁

目◎ 桑田町◎ 

御津 御津 北区 御津宇甘 御津中泉 御津高津 御津下田 御津金川 御津

宇垣（富谷） 御津矢原（中須賀，大園） 御津川高（大曽根）

御津草生 御津鹿瀬 御津紙工 御津虎倉 御津勝尾 

五城 北区 御津矢原（中須賀，大園を除く。） 御津平岡西 御津中畑 御

津矢知 御津石上 御津新庄 御津伊田 

御津南 北区 御津河内 御津宇垣（山条，原） 御津野々口 御津吉尾 御

津北野 御津中山 御津中牧 御津川高（大曽根を除く。） 御

津国ヶ原 御津芳谷 

香和 野谷 北区 栢谷 菅野 高野 吉宗 

馬屋上 北区 田原 富吉 日応寺 三和 

横井 北区 田益 富原 津高 津高台一丁目 津高台二丁目 津高台三

丁目 津高台四丁目 横井上 



竜操 竜之口 中区 四御神 土田（１１２番地～１３０番地を除く。） 

長岡の一部（山陽線以北） １２番地の１４ １６番地の２

１７番地の３ １８番地の２ １９番地の３，１１ ２２番地

の２ ２３番地の３ 

雄町３６７番地の４ ４２１番地～４３２番地 ４３９番地

～４４１番地 ４４３番地～４６２番地 ４６４番地～４６

７番地 

幡多 中区 赤田 高屋 兼基 沢田 今谷 関 藤原 清水（山陽線以

南） 

東町二丁目６番１５号 ７番１６号 

藤原光町一丁目 藤原光町二丁目 藤原光町三丁目 藤原西

町一丁目（１番 ２番２号，５―１号，８号，１０号の１を除

く。） 

藤原西町二丁目 清水一丁目 清水二丁目 

雄町８番地 ９番地の１～３ １８２番地の５～１８ １８

３番地の３～６ １８５番地の３ １８６番地の５～１６，２

２ １８７番地 １８９番地 １９１番地の１ １９２番地

の１ １９３番地の１ １９４番地の１ １９５番地の１ 

１９６番地の１ １９７番地の１ １９８番地 １９９番地

の３ ２０１番地の１，５ ２０２番地の３ ２０３番地の５

２０４番地の１ ２０５番地の１ ２１５番地の１，４ ２１

６番地の１～３ ２１７番地～２２１番地 ２３０番地の１，

２ ２３１番地 ２３２番地 ２３３番地の１ ２３４番地

の１ ２３５番地の１ ２３６番地 ２３７番地 ２３８番

地の１，９ ２４０番地の１，３，６ ２４１番地の１～２１

財田 中区 乙多見 土田１１２番地～１３０番地 長岡（山陽線以北を除

く。） 下 神下 米田 長利 



雄町２４７番地～２４９番地 ２５０番地の１～５ ２５１

番地の１ ２５２番地の１ ２５３番地の１ ２５５番地の

５ ３８９番地の１～１０ ３９４番地の１～１９ ４０３

番地の２～２７ ４１２番地の４～１６ 

操山 三勲 中区 国富一丁目 国富二丁目 国富三丁目 国富四丁目 国富 

住吉町一丁目 住吉町二丁目 奥市 門田文化町一丁目 門

田文化町二丁目 門田文化町三丁目 門田本町一丁目 門田

本町二丁目 門田本町三丁目 門田本町四丁目 門田屋敷一

丁目 森下町 古京町一丁目 古京町二丁目 小橋町一丁目

御成町 中納言町 徳吉町一丁目 徳吉町二丁目 東山一丁

目 東山二丁目 東山三丁目１番６号 ２番１号～４８号（公

務員宿舎） 

宇野 中区 原尾島一丁目 原尾島二丁目 原尾島三丁目 原尾島四丁目

原尾島 浜一丁目 浜二丁目 浜三丁目 浜 東川原 西川

原一丁目 西川原 竹田 中島の一部（山陽線以南）  （山

陽線以北を除く。） 東町一丁目 東町二丁目（６番１５

号 ７番 １６号を除く。） 

藤原西町一丁目１番 ２番２号，５―１号，８号，１０号の１

高島 高島 中区 湯迫 賞田 清水の一部（山陽線以北） 祇園（８６６番地（祇

園地先）を除く。） 今在家（公務員宿舎を除く。） 国府市

場 中井 中井一丁目 中井二丁目 中井三丁目 中井四丁

目 高島新屋敷 雄町（山陽線以南及び竜之口小学校分を除

く。） 

旭竜 中区 の一部（山陽線以北） 中島（山陽線以南を除く。） 八幡

八幡東町 高島一丁目 高島二丁目 今在家（公務員宿舎）

操南 旭操 中区 湊２６９番地～３５１番地 ３６５番地～４０２番地 ４９

３番地 ４９４番地 ４９５番地の４，５ ４９６番地～５７



０番地 

山崎１３９番地～３８５番地 

倉富１番地～２８４番地 ２８５番地の３ ３４０番地の１

８，１９ ３５０番地の１，６ ３５１番地の１ ３５２番地

の１，４ ３５３番地の１ ３５４番地～５４３番地 

倉益１番地～２７２番地 ２８９番地の１～４ ３５３番地

～４９８番地 ４９９番地の１ ５００番地の１ ５０１番

地の１ ５０２番地の１ ５０３番地の１，３，４，１０ ５

０４番地の４ ５０５番地の４ ５０６番地の４ ５０７番

地の１，２，９ ５０９番地 

操南 中区 江崎 沖元（１番地～６２９番地） 倉田 倉富（２８５番地

の１，２８９番地～３３９番地，３４０番地の４，３４１番地

～３４９番地，３５０番地の３，３５１番地の３，３５２番地

の３，３５３番地の３） 倉益（２７３番地～２８８番地，２

８９番地の５，２８９番地の７，２９０番地～３５２番地，４

９９番地の２，４９９番地の４，５００番地の２，５００番地

の４，５０２番地の２，５０２番地の４，５０３番地の２・５・

６・７・１２・１４・１５，５０４番地の１，５０４番地の２，

５０５番地の１，５０５番地の２，５０５番地の５，５０６番

地の１，５０６番地の２，５０７番地の３，５０７番地の６，

５０７番地の８，５０８番地，５１３番地～５２３番地） 桑

野（１番地～４９番地，１６０番地～４８０番地） 藤崎（１

番地～４９８番地） 

操明 中区 江並 沖元（６３０番地～） 桑野（５０番地～１５９番地，

４８１番地～） 藤崎（４９９番地～） 新築港 

東山 旭東 中区 東中島町 西中島町 小橋町二丁目 御幸町 さくら住座 

桜橋一丁目 桜橋二丁目 桜橋三丁目 桜橋四丁目 新京橋



一丁目 新京橋二丁目 新京橋三丁目 門田屋敷本町 旭東

町一丁目 旭東町二丁目 旭東町三丁目 門田屋敷二丁目 

門田屋敷三丁目 門田屋敷四丁目 門田屋敷五丁目 網浜 

赤坂本町 赤坂台 赤坂南新町 東山三丁目（１番６号 ２番

１号～４８号を除く。） 東山四丁目 

平井 中区 平井 平井一丁目 平井二丁目 平井三丁目 平井四丁目 

平井五丁目 平井六丁目 平井七丁目 湊１番地～２６８番

地 ３５２番地～３６４番地 ５７１番地～１３４２番地 

１３７２番地～１８４２番地 ２４５３番地～２５７０番地

富山 富山 中区 福泊 海吉 円山 

湊４０３番地～４９２番地 ４９５番地の１，２ １３４３番

地～１３７１番地 山崎１番地～１３８番地 

旭東 可知 東区 益野町 可知一丁目 可知二丁目 

可知三丁目１番～３番 ８番～１２番 

可知四丁目 中川町 

古都 東区 宍甘 矢津 古都宿 藤井 鉄 古都南方 

芥子山 東区 松新町 大多羅町 目黒町 

可知三丁目４番～７番 １３番～１７番 

可知五丁目 西大寺松崎 富士見町一丁目 広谷 西大寺中

野 ８９８番地～９６０番地 

上南 開成 東区 九蟠 豊田 金田 

政田 東区 光津 政津 君津 升田 

山南 大宮 東区 西大寺一宮 宿毛 上阿知 千手 下阿知 

太伯 東区 乙子 神崎町 邑久郷 

幸島 東区 西幸西 東幸西 水門町 北幸田 南水門町 東幸崎 幸地

崎町 

朝日 東区 東片岡 宝伝 西片岡 正儀 久々井 犬島 



西大寺 西大寺南 東区 金岡東町一丁目（西大寺小学校分を除く。） 金岡東町二丁目

金岡東町三丁目 金岡西町 西大寺金岡 

西大寺 東区 西大寺 西大寺上一丁目 西大寺上二丁目 西大寺上三丁目

西大寺中一丁目 西大寺中二丁目 西大寺中三丁目 西大寺

東一丁目 西大寺南一丁目 西大寺南二丁目 向州 西大寺

北 西大寺中野本町 西大寺中野（８９８番地～９６０番地を

除く。） 金岡東町一丁目１番１５号～３０号 浅越 西庄

吉原 

豊 東区 西大寺川口 西大寺浜 西大寺新 西大寺五明 西大寺門前

西大寺新地 西大寺射越 長沼 

雄神 東区 西隆寺 福治 富崎 久保 河本町 西大寺東二丁目 西大

寺東三丁目 

瀬戸 江西 東区 瀬戸町森末 瀬戸町寺地 瀬戸町光明谷 瀬戸町瀬戸 瀬戸

町下 瀬戸町沖 瀬戸町江尻 瀬戸町旭ヶ丘 瀬戸町肩脊 

瀬戸町笹岡 瀬戸町観音寺 瀬戸町宿奥 瀬戸町菊山 

千種 東区 瀬戸町二日市 瀬戸町保木 瀬戸町多田原 瀬戸町万富 瀬

戸町大井 瀬戸町鍛冶屋 瀬戸町塩納 瀬戸町宗堂 瀬戸町

坂根 瀬戸町南方 瀬戸町弓削 瀬戸町大内 

上道 角山 東区 竹原 才崎 内ケ原 百枝月 

城東台 東区 城東台西一丁目 城東台西二丁目 城東台西三丁目 城東台

東一丁目 城東台東二丁目 城東台南一丁目 城東台南二丁

目 

御休 東区 吉井 一日市 西祖 浅川 寺山 矢井 楢原 浦間４９０

番地～５４７番地，５５３番地～５８７番地，６０８番地～１

０９５番地，１１１７番地～１２１４番地，１２１８番地～１

２２２番地，１７９７番地～１９０９番地 

浮田 東区 沼 草ケ部 谷尻 中尾 上道北方 



平島 東区 東平島 砂場 西平島 浦間（御休小学校分を除く。） 南古

都 

光南台 甲浦 南区 北浦 郡 飽浦 宮浦 

小串 南区 小串 阿津 

灘崎 灘崎 南区 川張 片岡 宗津 西高崎 迫川（４年生～６年生） 奥迫川

（４年生～６年生） 

迫川分校 南区 迫川（１年生～３年生） 奥迫川（１年生～３年生） 

七区 南区 西七区 北七区 西紅陽台 

彦崎 南区 彦崎 植松 

妹尾 妹尾 南区 妹尾※（引舟 大倉 高尾地区を除く。） 箕島の一部※（東

新田汗入 清戸地区 

箕島 南区 ※箕島（東新田汗入 清戸地区を除く。） 

福南 福島 南区 海岸通一丁目２番 ３番 

海岸通二丁目 立川町 並木町一丁目 築港元町 千鳥町 

福吉町 若葉町 市場一丁目 市場二丁目 築港栄町 

南輝 南区 松浜町 並木町二丁目 あけぼの町 築港新町一丁目 築港

新町二丁目 築港緑町一丁目 築港緑町二丁目 築港緑町三

丁目 築港ひかり町 

築港栄町６番地 ７番地の２の一部 ９番地の一部 １０番

地の２の一部 

福成三丁目７番（１号～２３号を除く。） 

南輝一丁目 南輝二丁目 南輝三丁目 

芳泉 浦安 南区 浦安本町 浦安西町 浦安南町 

芳泉 南区 豊成一丁目 豊成二丁目 豊成三丁目 福富西二丁目１９番

～２９番 福富西三丁目 福田 

泉田一丁目 泉田二丁目 泉田三丁目 泉田四丁目 泉田五

丁目 



芳泉一丁目 芳泉二丁目 芳泉三丁目 芳泉四丁目 当新田

４９０番地１（国道３０号以西の当新田市営住宅） 

青江六丁目 

芳田 芳田 南区 下中野（９０１番地を除くJR瀬戸大橋線以東の区域に限る。）

万倍１７３番地～１７６番地 １８０番地～１８７番地 １

９０番地～１９２番地 

当新田７３番地 ７４番地 １０５番地～２６１番地 ４８

２番地の２，３１，３２ ４９１番地 ４９２番地 ４９６番

地 ４９８番地 

新保（１００９番地 １０１６番地を除く。） 

泉田 

芳明 南区 下中野９０１番地 

新保１００９番地 １０１６番地 

万倍（１７３番地～１７６番地 １８０番地～１８７番地 １

９０番地～１９２番地を除く。） 

西市（８５０番地 ８５１番地を除く。） 米倉 

当新田２６２番地～４８１番地 ４８２番地（２，３１，３２

を除く。） ４８３番地～４８８番地 ５０１番地～５２３番

地 

興除 曽根 南区 曽根 西畦 

興除 南区 中畦 内尾 

東疇 南区 東畦 

藤田 第一藤田 南区 藤田１番地～４８０番地 ２６１７番地 

第二藤田 南区 藤田４８１番地～７７７番地 

第三藤田 南区 藤田８０１番地～２６１６番地 

福浜 平福 南区 洲崎一丁目（１番１号，２７号～４５号を除く。） 洲崎二丁

目 洲崎三丁目 平福一丁目 平福二丁目 福浜町 福浜西



町 福島一丁目 福島二丁目 福島三丁目 福島四丁目 

富浜町１番２５号，２７号，３１号，３５号，３６号 ５番８

号 

三浜町一丁目 三浜町二丁目 海岸通一丁目１番 

福浜 南区 福富東一丁目 福富東二丁目 福富中一丁目 福富中二丁目

福富西一丁目 福富西二丁目１番～１８番 新福一丁目 新

福二丁目 豊浜町 浜野一丁目 浜野二丁目 浜野三丁目 

浜野四丁目 富浜町（１番２５号，２７号，３１号，３５号，

３６号，５番８号を除く。） 福成一丁目 福成二丁目 

福成三丁目１番～６番 ７番１号～２３号 ８番～１０番 

洲崎一丁目１番１号，２７号～４５号 

福田 福田 南区 大福 古新田 山田 妹尾崎 妹尾の一部※（引舟 大倉 高

尾地区） 

備考 (１) 特別支援学級へ入学を許可された児童・生徒は，通学区

域にかかわらず特別支援学級を開設している学校へ通学許

可することができる。 

(２) ※印は，他学区とまたがるため，学区図若しくは実地調

査のうえ学校を指定する。 

(３) ◎印は，岡山中央小学校及び鹿田小学校との調整区と

し，当該調整区に住所を有する児童生徒が就学すべき学校は

次により指定するものとする。 

ア 小学校 保護者からの意向を調査のうえ学校を指定する。

イ 中学校 桑田中学校を指定する。ただし，アの規定により

指定した岡山中央小学校を卒業した者の中学校新入学にあ

つては岡山中央中学校を指定する。 

別表第２（第３条関係） 

学校名 通学区域 



岡山後楽館中学校 岡山市内全域 


